
 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月２４日 

個人情報ファイルの名称 住まい改修支援助成事業事務 助成者名簿 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 
住まい改修支援助成事業における過去受給歴の確認

と、申請状況の進捗管理のために利用するため。 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
1 氏名、2 住所、3 申請日、4 工事予定額、5 助成予定

額、6施工業者、7実工事費、8助成額、9 支出日 

記録範囲 
住まい改修支援事業申請書を提出した者 

（平成２３年度以降） 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



 

 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 まちづくり部  住宅課 住宅計画係 

 電話番号  03（ 3908 ）9201 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月２４日 

個人情報ファイルの名称 区営住宅管理システム 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 区営住宅の管理事務を行うため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

1 住宅番号、2 部屋番号、3 世帯番号、4 氏名、5 郵便

番号、6 住所、7 電話番号、8 家賃台帳、9 退去台帳、

10 世帯管理台帳、11 口座情報、12所得情報 

記録範囲 
入退去者、応募者、保証人、後見人、保佐人、相続人、

緊急連絡先（平成 10 年以降） 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報・

所得情報） 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 区が指定する指定管理者 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



 

 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

☑ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 まちづくり部住宅課住宅管理係 

 電話番号 ０３（３９０８）９２０３ 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月２４日 

個人情報ファイルの名称 高齢者住宅管理システム 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者住宅の管理業務を行うため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 

1 部屋番号、2 氏名、3 郵便番号、4住所、5 電話番号、

6 家賃台帳、7 退去台帳、8 世帯管理台帳、9 口座情報、

10 所得情報 

記録範囲 
入退去者、応募者、保証人、後見人、保佐人、相続人、

緊急連絡先（平成 9年以降） 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報・

所得情報） 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 区が指定する指定管理者 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



 

 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

☑ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 まちづくり部住宅課住宅管理係 

 電話番号０３（３９０８）９２０３ 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月２４日 

個人情報ファイルの名称 都営住宅公募管理簿 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部住宅課 

個人情報ファイルの利用目的 都営住宅の公募管理事務を行うため 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
1 氏名、2 郵便番号、3 住所、4電話番号、5 居住年数、

6 所得情報 

記録範囲 応募者、入居者等（平成 12 年以降） 

記録情報の収集方法 本人又は代理人 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 区が指定する指定管理者 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ☑ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



 

 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

☑ 有  □ 無 

☑ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 まちづくり部住宅課住宅管理係 

 電話番号 ０３（３９０８）９２０３ 

備考  

 

 


